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○八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付要綱 

平成３０年１２月２０日 

告示第１３０号 

改正 平成３１年３月１８日告示第１６号 

令和元年５月２３日告示第１２号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地震発生時等における人身事故の発生を防止し、並びに輸送及び避難経路を確保す

るため、危険ブロック塀等の除却を行う者に対し、予算の範囲内で八代市危険ブロック塀等除却促進事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） ブロック塀等 補強コンクリートブロック塀及び無筋のコンクリートブロック塀、石積塀、レ

ンガ塀等組石造の塀をいう。 

（２） 危険ブロック塀等 次に掲げる要件の全てを満たすブロック塀等をいう。 

ア 次のいずれかに該当するブロック塀等であること。 

（ア） 八代市耐震改修促進計画に基づき、市長が別に定める道路に面するブロック塀等 

（イ） （ア）に該当するブロック塀等以外のブロック塀等で、除却する必要があると市長が認め

るもの 

イ 次に掲げる要件を全て満たすブロック塀等であること。 

（ア） 当該ブロック塀等が面する路面等からの高さが８０センチメートル以上のものであること。 

（イ） 当該ブロック塀等の高さが６０センチメートル以上のものであること。 

（ウ） 補強コンクリートブロック塀にあってはブロック塀等の点検表（様式第１号の１）により、

無筋のコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀等組石造の塀にあってはブロック塀等の点検

表（様式第１号の２）により、地震発生時等に転倒若しくは倒壊により通行若しくは避難を妨げ、

又は人に危害を及ぼすおそれがあると市長が判定するものであること。 

（３） 施工者 土木工事業、建築工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、造園工事業若しくは解

体工事業の許可を受けている者又は解体工事業の届出をしている者で、市内に当該事業に係る本店、

支店、営業所又は事務所を有するものをいう。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、市長が特別の事情があると認

める場合を除き、次に掲げる要件の全てを満たす危険ブロック塀等の除却とする。 

（１） 除却する危険ブロック塀等に所有権以外の権利が設定されていないこと又は所有権以外の権利

が設定されている場合は、危険ブロック塀等の除却について当該権利の権利者の同意を得ていること。 

（２） 除却する危険ブロック塀等に国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこ

と。 

（３） 除却において当該危険ブロック塀等の一部を残存させる場合は、当該残存させる部分の高さは

４０センチメートル以下とし、及び当該部分に塀等を設置しないこと。ただし、建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第４２条第２項に規定する道路内にある危険ブロック塀等にあっては、全て撤

去すること。 

（４） 施工者により除却工事が行われるものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、他の補助等を受けて実施する事業は、補助金の交付の対象としない。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

（１） 次のいずれかに該当するものであること。 

ア 危険ブロック塀等の所有者又は当該所有者の相続権利者 

イ 危険ブロック塀等の存する敷地の所有者又は当該所有者の相続権利者 

ウ 危険ブロック塀等又は敷地の管理者 

エ その他市長が認める者 

（２） 市税を滞納していないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要する費用の

額（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り
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捨てた額）とし、除却する危険ブロック塀等の長さをメートルで表した数値（その数値に小数点以下１

位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に１万２，０００円を乗じて得た額（その額が２０

万円を超えるときは、２０万円）を限度とする。 

（調査の申込み） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、事前に、八代市危険ブロック

塀等除却促進事業補助金調査申込書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて、市長に調査の申込みを

しなければならない。 

（１） 位置図（付近見取図） 

（２） 市税納付状況調査承諾書（様式第３号） 

（３） 委任状（様式第４号。申請者から委任を受けた者が申込みを行う場合に限る。） 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該ブロック塀等が危険ブロック塀等に該当する

か否かを判定し、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金調査判定通知書（様式第５号）により当

該申請者に通知するものとする。 

（交付の申請） 

第８条 申請者（前条第２項の規定により危険ブロック塀等に該当する旨の通知を受けた者に限る。以下

同じ。）は、同項の規定による通知を受けた日から１月以内又は市長が定める日までに八代市危険ブロ

ック塀等除却促進事業補助金交付申請書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。ただし、市長が添付する必要がないと認める書類については、これを省略することがで

きる 

（１） 補助事業実施計画書（様式第７号） 

（２） 住民票の写し 

（３） 補助事業に係る見積書の写し等補助対象経費が確認できる書類 

（４） 位置図 

（５） 現況写真 

（６） 危険ブロック塀等の構造、延長及び高さを記入した現況平面図 

（７） 除却範囲が分かる図面 

（８） その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を

決定し、その結果を八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第８

号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達するために必

要な条件を付することができる。 

（契約締結及び事業着手届） 

第１０条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、同条

の規定による交付決定の通知を受けた後、施工者と補助事業に係る契約を締結し、補助事業に着手する

ものとする。 

２ 交付決定者は、補助事業に着手したときは、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金事業着手届

（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 補助事業に係る請負契約書等の写し 

（２） その他市長が必要と認める書類 

（変更等の申請） 

第１１条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた内容を変更し、休止し、中止し、又は廃止しようと

するときは、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金変更等承認申請書（様式第１０号）に関係書

類を添えて、遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、八代市危険ブロック塀等除却促

進事業補助金変更等承認（不承認）通知書（様式第１１号）により交付決定者に通知するものとする。 

（事業完了届） 

第１２条 交付決定者は、市長が定める日までに補助事業を完了しなければならない。 

２ 交付決定者は、補助事業が完了したときは、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金事業完了届

（様式第１２号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 補助事業に係る施工者の請負代金領収証の写し（事業着手後に金額の変更があった場合は、そ

の内訳が分かる書類） 

（２） 補助事業実施前及び完了後の写真（遠景・近景） 
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（３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による事業完了届の提出があったときは、その内容を審査し、及び現地調

査を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、

交付すべき補助金の額を確定し、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付確定通知書（様式第

１３号）により当該交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１４条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに八代市危険ブロック塀等除却

促進事業補助金交付請求書（様式第１４号）により補助金の交付を市長に請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（補助金の経理） 

第１５条 交付決定者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、か

つ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

２ 交付決定者は、市長の求めがあったときは、前項の書類を提示しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１６条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取

り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

（３） その他市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、八代市危険ブロック塀等除却促進

事業補助金交付決定取消通知書（様式第１５号）により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付さ

れているときは、交付決定者に対し、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金返還命令書（様式第

１６号）により期限を定めてその返還を命じることができる。 

（その他） 

第１８条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成３１年２月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１８日告示第１６号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３１年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 建設業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第５５号）附則第３条第１項後段の規定により引

き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、第１条の規定による改正後の八代市老朽危険空

き家等除却促進事業補助金交付要綱第２条第５号又は第２条の規定による改正後の八代市危険ブロッ

ク塀等除却促進事業補助金交付要綱第２条第３号に規定する解体工事業の許可を受けている者とみな

す。 

附 則（令和元年５月２３日告示第１２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和元年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に

行われた調査の申込みについて適用し、同日前に行われた調査の申込みについては、なお従前の例によ

る。 
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様式（省略） 

 


